
令 和 ３ 年 １ 月 

熊 本 国 税 局 

令和２年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について 

 
◎ 令和２年分確定申告における感染症対策について・・・・・・・１ 

◎ 令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について・・・・・・９ 

◎ 令和２年分確定申告における申告書事前作成会について・・・１５ 

◎ 災害により被害を受けられた方へ・・・・・・・・・・・・・２９ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（白紙） 



令 和２年 12 ⽉ 

国 税 庁 

 

令和２年分確定申告における感染症対策について 

 
 

令和２年分確定申告については、確定申告会場への来場者の削減・分散を図るなどの
対策により、申告相談を必要とする⽅々に安⼼して確定申告会場をご利⽤いただけるような
環境整備を着実に進めてまいります。 
 
１ 確定申告期間中の来場者数の削減・分散 
  ⾃宅等からの e-Tax 利⽤の更なる推進 
  公的年⾦を受給している⽅は期間前（２⽉ 16 ⽇よりも前）から申告相談を実施 
  確定申告会場以外における説明会や相談会の実施 

 
２ 会場内の混雑緩和 
  会場レイアウトの⼤幅な⾒直しによりソーシャルディスタンスを確実に確保 
  外部会場の追加借り上げによる会場開設期間の拡⼤ 
  “⼊場時間を指定した整理券”を発⾏（LINE を通じたオンライン事前発⾏も可能）し

て⼊場者数をコントロール 
 
３ 確定申告会場における基本的な感染防止策の徹底 
  ⼊場時に検温を実施し、37.5 度以上の発熱がある⽅や検温を拒否する⽅等について

は⼊場をお断りする 
  こまめな換気・消毒を実施 
  相談従事者は毎⽇検温する等体調管理を徹底 
 
 
（参考）令和２年分確定申告の申告・納付期限 

所得税および復興特別所得税・贈与税     令和３年３⽉ 15 ⽇（⽉） 
消費税および地⽅消費税（個⼈事業者）   令和３年３⽉ 31 ⽇（⽔） 

※ 上記については、今後の新型コロナウイルス感染症対策の状況等を踏まえつつ、柔軟に対応します。 
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感染リスク軽減のために「ご⾃宅からe-Tax」をご利⽤ください

確定申告会場への来場を検討されている方へ

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご⾃宅から申告できるe-Taxを
ぜひご利⽤ください（詳しくは裏⾯をご確認ください）。

 申告のご相談は、ご⾃宅からお電話やチャットボットでも可能です。e-Taxで分からない
ことがある場合についてもお電話でお尋ねいただけますので、ぜひチャレンジしてください。

 ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウトを採⽤しています。
 こまめな換気・消毒を実施し、会場内には手指消毒液を設置しています。
 職員はマスク・フェイスシールドを着⽤して対応し、⽇々の体調管理も徹底しています。

確定申告会場における感染防止対策

入場時の検温
 ⼊場時に検温を実施しています。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの⾵邪の症状

がある場合、検温にご協⼒いただけない場合など感染防⽌の観点から適切でないと判断
したときには⼊場をお断りさせていただきます。

 発熱等の症状がある⽅や体調のすぐれない⽅は、無理をせずに、後⽇あらためてご来場
ください。

マスクの着⽤、手指消毒
 会場ではマスクを常時着⽤していただき、会場⼊口等での手指消毒をお願いします。
少人数での来場
 会場には、申告される⽅おひとりでお越しください。
 介助を要する等の理由で複数名でお越しになる場合においても、必要最⼩限の⼈数で

お越しください。

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です

確定申告会場にお越しになる方へのお願い

 会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への⼊場には、⼊場できる時間枠が指定さ
れた「入場整理券」が必要です。

 ⼊場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発⾏も可能
です。オンライン事前発⾏の詳しい⽅法は裏⾯をご確認ください。

 ⼊場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
当⽇の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます（令和３年２⽉16⽇掲載開始予定）。

税務署での対策のご紹介

※ 令和２年分確定申告では、公的年⾦を受給されている⽅を主な対象として、２⽉16⽇よりも前から申告相談をお受け
しています。⼊場整理券の配付状況に応じて、後⽇の来場をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

国税庁 法⼈番号7000012050002 R2.12
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スマホやパソコンでご⾃宅から申告ができます

入場整理券は国税庁のLINE公式アカウントからも取得できます
ＳＴＥＰ１

国税庁を「友だち追加」
ＳＴＥＰ２

「相談を申し込む」を選択
ＳＴＥＰ３

税務署・希望日時を選択
ＳＴＥＰ４

申込完了→会場で提示

⼊ 場 時 に は
こ の 画 ⾯ を
ご提示ください

LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ４

国税庁
ＬＩＮＥ公式アカウント

「トーク」画⾯から「相談を申し込む」を選択

税務署や来場希望⽇時を選択

内容を確認して「申込」をタップすれば完了、⼊場時に申込完了画⾯を提示すればOK
※ LINE公式アカウントからの事前発⾏は、１⽉中旬以降サービスを開始する予定です。

※ LINEのホーム画⾯で「国税庁」また
は「＠kokuzei」と検索しても友だちに
追加できます。

「国税庁ホームページ」へアクセス

税務署に⾏く手間がかかりません

１
STEP

申告書を作成２
STEP

申告書を提出３
STEP

国税庁ホームページからe-Taxで送信

印刷して郵送等で提出

確定申告

〒

e-Taxの送信方法は２通り
マイナンバーカード方式

① マイナンバーカード

プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサービス
（有料）を利⽤すれば、印刷できます。

ID・パスワード⽅式に対応した
ID・パスワード

ID・パスワード方式
① ID（利⽤者識別番号）
② パスワード（暗証番号）

確定申告期間中は24時間いつでも利⽤できます

スマートフォンやパソコンで
簡単に申告書が作成できます

画⾯の案内に従って⼊⼒すれば、税額などが⾃動計算され、
簡単・便利に作成することができます

確 定 申 告 書 の
作 成 は こ ち ら か ら

又は

② マイナンバーカード読取対応のスマート
フォン又はICカードリーダライタ

確定申告会場で、既にID・パスワード⽅式の届出を提出された⽅は、
申告書控えと⼀緒に受け取った「ID・パスワード⽅式の届出完了通知」を
ご確認ください。

※ ID・パスワード方式はマイナンバーカード等が普及するまでの
暫定的な対応です。
マイナンバーカードの早期取得をお願いいたします。

ID・PWが目印
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◇ 「税務署が開設する申告相談会場」及び「地方自治体における税理士無料

相談会場」の開設期間等は次のとおりです。 

◇ 会場では、申告書作成のアドバイス、申告書の受付及び申告書用紙・届出

書等の配付を行っています。 

◇ 会場の混雑を緩和するため、入場時は、「入場整理券」が必要となります。 

  入場整理券は、会場で当日配付のほか、ＬＩＮＥアプリを通じたオンライ

ン事前発行もご利用いただけます。 

◇ また、税務署では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申

告相談会場に出向くことなく、ご自宅からパソコンやスマートフォンでｅ－

Ｔａｘ等により申告していただくことをお勧めしています。 
 
〔税務署が開設する申告相談会場〕 

署名 会場 
開設期間 

（土・日・祝日を除く。） 
受付時間 

熊本西 

熊本城ホール（１階展示ホール） 

（注） 

２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで 
 
９時から１６時まで 

熊本東 

八 代 八代税務署３階 

人 吉 人吉税務署１階 

玉 名 玉名税務署（玉名合同庁舎１階） 

天 草 天草税務署１階 

山 鹿 山鹿税務署（山鹿合同庁舎３階） 

菊 池 菊池税務署１階 

宇 土 宇土税務署（宇土合同庁舎２階） 

阿 蘇 阿蘇税務署１階 

（注）１ 熊本城ホールでは、日曜日のうち、２月２１日(日)と２月２８日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を

行います。 

   ２ 菊池税務署が開設する申告相談会場は、前年（菊池市役所七城支所２階）から変更となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について（熊本県） 
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〔地方自治体における税理士無料相談会場〕 

「開設期間」には、税理士が従事する期間を記載しており、地方自治体が開設する期間と

は異なる場合があります。 

署 名 会     場 
開 設 期 間 

（土・日・祝日を除く。） 
受 付 時 間 

熊本西 

西区 
西部交流センター 多目的室 

（西区役所隣） 

３月１日(月)から 

３月５日(金)まで 

9 時 30 分から 11 時まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

南区 

富合公民館 研修室 

（アスパル富合） 

２月８日(月)から 

２月２４日(水)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

城南福祉センター 

(城南総合出張所隣) 

２月２５日(木) 

２月２６日(金) 

9 時 30 分から 11 時まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

北区 

植木文化センター 

 ２階多目的ホール 

(北区役所東隣) 

２月１日(月)から 

２月１９日(金)まで 

9 時 30 分から 11 時まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

熊本東 

御船町役場第２分庁舎 
２月１６日(火)から 

３月１５日(月)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 15 時まで 

嘉島町役場 
２月１６日(火)から 

３月１５日(月)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

益城町交流情報センター（ミナテラス） 
２月１６日(火)から 

３月１５日(月)まで 
8 時 30 分から 14 時まで 

甲佐町役場生涯学習センター（研修室） 
２月１6 日(火)から 

3 月 15 日(月)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

山都町役場矢部保健福祉センター千寿苑 
２月 25 日(木)から 

2 月 26 日(金)まで 

9 時から 11 時 30 分まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

山都町役場清和支所研修センター ２月 24 日(水) 
9 時から 11 時 30 分まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

山都町役場蘇陽総合行政センター ３月１日(月) 
9 時から 11 時 30 分まで 

13 時から 15 時 30 分まで 

宇 土 

美里町役場中央庁舎 ２月１９日(金) 
9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

美里町役場砥用庁舎 ２月１８日(木) 
9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

阿 蘇 
南阿蘇村役場 １階西会議室 

２月８日(月) 
２月９日(火) 9 時から 16 時まで 

西原村役場 ２階大会議室 
２月１０日(水) 
２月１２日(金) 9 時から 16 時まで 

  



 

 

 

 

 

 

◇ 「税務署が開設する申告相談会場」及び「地方自治体における税理士無料

相談会場」の開設期間等は次のとおりです。 

◇ 会場では、申告書作成のアドバイス、申告書の受付及び申告書用紙・届出

書等の配付を行っています。 

◇ 会場の混雑を緩和するため、入場時は、「入場整理券」が必要となります。 

  入場整理券は、会場で当日配付のほか、ＬＩＮＥアプリを通じたオンライ

ン事前発行もご利用いただけます。 

◇ また、税務署では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申

告相談会場に出向くことなく、ご自宅からパソコンやスマートフォンでｅ－

Ｔａｘ等により申告していただくことをお勧めしています。 
 
〔税務署が開設する申告相談会場〕 

署 名 会     場 
開 設 期 間 

（土・日・祝日を除く。） 
受 付 時 間 

大 分 九州電力株式会社大分支店 

（注） 

２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで 

 
９時から１６時まで 

別 府 別府税務署３階 

中 津 中津税務署（中津合同庁舎３階） 

日 田 日田税務署１階 

佐 伯 佐伯税務署２階 

臼 杵 臼杵税務署１階 

竹 田 竹田税務署１階 

宇 佐 宇佐税務署（宇佐合同庁舎４階） 

三 重 三重税務署（三重合同庁舎２階） 

（注） 九州電力株式会社大分支店では、日曜日のうち、２月２１日(日)と２月２８日(日)に限り、確定申告の相談・申告

書の受付を行います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について（大分県） 
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〔地方自治体における税理士無料相談会場〕 

「開設期間」には、税理士が従事する期間を記載しており、地方自治体が開設する期間と

は異なる場合があります。 

署 名 会     場 
開 設 期 間 

（土・日・祝日を除く。） 
受 付 時 間 

大 分 

由布市役所 本庁舎 
２月１６日(火)から 

２月２６日(金)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

由布市役所 挟間庁舎 
２月１６日(火)から 

２月２６日(金)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

クアージュゆふいん（湯布院健康温泉館） 
２月１６日(火)から 

２月２６日(金)まで 

9 時から 11 時まで 

13 時から 16 時まで 

別 府 

アストくにさき（アグリホール） 

（国東市） 

２月１日(月)から 

２月２日(火)まで 

9 時から 11 時 30 分まで 

13 時から 16 時まで 

杵築市文化体育館（杵築市） 
２月４日(木)から 

２月５日(金)まで 

9 時から 11 時 30 分まで 

13 時から 16 時まで 
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◇ 「税務署が開設する申告相談会場」の開設期間等は次のとおりです。 

◇ 会場では、申告書作成のアドバイス、申告書の受付及び申告書用紙・届出

書等の配付を行っています。 

◇ 会場の混雑を緩和するため、入場時は、「入場整理券」が必要となります。 

  入場整理券は、会場で当日配付のほか、ＬＩＮＥアプリを通じたオンライ

ン事前発行もご利用いただけます。 

◇ また、税務署では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申

告相談会場に出向くことなく、ご自宅からパソコンやスマートフォンでｅ－

Ｔａｘ等により申告していただくことをお勧めしています。 

 

〔税務署が開設する申告相談会場〕 

署 名 会     場 
開 設 期 間 

（土・日・祝日を除く。） 
受 付 時 間 

宮 崎 イオンモール宮崎 ２階イオンホール 

（注） 

２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで 

 
９時から１６時まで 

都 城 都城市ウエルネス交流プラザ１階 

延 岡 延岡税務署（延岡合同庁舎） 

日 南 日南税務署１階 

小 林 小林税務署１階 

高 鍋 高鍋税務署 （付属棟２階会議室） 

（注） イオンモール宮崎では、日曜日のうち、２月２１日(日)と２月２８日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付

を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について（宮崎県） 
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◇ 「税務署が開設する申告相談会場」の開設期間等は次のとおりです。 

◇ 会場では、申告書作成のアドバイス、申告書の受付及び申告書用紙・届出

書等の配付を行っています。 

◇ 会場の混雑を緩和するため、入場時は、「入場整理券」が必要となります。 

  入場整理券は、会場で当日配付のほか、ＬＩＮＥアプリを通じたオンライ

ン事前発行もご利用いただけます。 

◇ また、税務署では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申

告相談会場に出向くことなく、ご自宅からパソコンやスマートフォンでｅ－

Ｔａｘ等により申告していただくことをお勧めしています。 

 

〔税務署が開設する申告相談会場〕 

署 名 会     場 
開 設 期 間 

（土・日・祝日を除く。） 
受 付 時 間 

鹿児島 鹿児島県市町村自治会館４階 

（注） 

２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで 

 

９時から１６時まで 
川 内 川内税務署１階 

鹿 屋 鹿屋税務署（鹿屋合同庁舎（国）４階） 

大 島 

大島税務署（名瀬地方合同庁舎４階） 

知名町民体育館 
２月１７日(水) ９時から１６時まで 

２月１８日(木) ９時から１２時まで 

徳之島町生涯学習センター 

２月２４日(水) １３時から１６時まで 

２月２５日(木) ９時から１6 時まで 

２月２６日(金) ９時から１２時まで 

喜界町役場 ３月１日(月) １０時から１６時まで 

与論町役場 

３月３日(水) １０時から１６時まで 

３月４日(木) ９時から１６時まで 

３月５日(金) ９時から１２時まで 

出 水 出水税務署１階 ２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで ９時から１６時まで 

指 宿 指宿税務署１階 ２月３日(水)から３月１５日(月)まで ９時から１６時まで 

種子島 

種子島税務署（種子島合同庁舎２階） ２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで ９時から１６時まで 

屋久島町役場 
２月２４日(水)から２月２５日(木)まで ９時から１６時まで 

２月２６日(金) ９時から１２時まで 

知 覧 知覧税務署１階 

２月 1６日(火)から３月 1５日(月)まで ９時から１６時まで 
伊集院 伊集院税務署１階 

加治木 加音ホール 

大 隅 大隅税務署（大隅合同庁舎（国）４階） 

（注） 鹿児島県市町村自治会館では、日曜日のうち、２月２１日(日)と２月２８日(日)に限り、確定申告の相談・申告書

の受付を行います。 

令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について（鹿児島県） 
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新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和２年分の確定申告で

は、公的年金等を受給されている方や令和２年７月豪雨により住宅等に被害

を受けられた方を主な対象として、申告書事前作成会を開催し、２月 16 日

よりも前から申告相談をお受けしています。 

なお、本事前作成会については、会場が比較的すいている時期に申告相談

のご案内をすることで、来場者の分散を図ることにより、感染リスクを低減

することを目的として実施しているものであります。 

また、対象となる一部の方には、個別に案内文書を送付しておりますが、

案内文書の送付がない方及び任意の日での来場をご案内した方については、

会場の混雑状況や入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする

こともあります。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

おって、本事前作成会への出席は任意でありますので、確定申告会場に出

向かなくても申告を行っていただけるよう、より安心・安全な自宅からのｅ

－Ｔａｘをご利用いただくようお願い申し上げます。 

各署の申告書事前作成会の開催期間等は次のとおりです。 

署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

熊本西 
熊本城ホール 

（１階展示ホー

ル） 

【開催期間】 

２月３日(水)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

２月３日(水) 

熊本東 

八代 
八代税務署 

（３階会議室） 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

・令和２年７月豪雨に

より被害を受けられ

た方 

２月１日(月) 

人吉 
人吉税務署 

（１階会議室） 

【開催期間】 

１月１２日(火)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・令和２年７月豪雨に

より被害を受けられ

た方 

※ 対象の方には、個

別に電話連絡をして

おります。 

２月１６日(火) 

令和２年分確定申告における申告書事前作成会につ
いて（熊本県） 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

人吉 
人吉税務署 

（１階会議室） 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

２月１６日(火) 

玉名 玉名税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月５日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

 

・公的年金等を受給さ

れている方 

２月１６日(火) 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

天草 天草税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

山鹿 山鹿税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

２月５日(金)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

 

１月２５日(月) 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

菊池  菊池税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

２月５日(金)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

菊池  菊池税務署 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

宇土 宇土税務署 

【開催期間】 

１月２７日(水)から 

２月５日(金)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１５日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

阿蘇 阿蘇税務署 

【開催期間】 

２月２日(火)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１５日(月) 

 
（注１） 上記開催期間以外の申告相談、申告書の受付及び申告書用紙・届出書等の配付 

は、「令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について」をご確認ください。 
（注２） 上記「入場整理券による申告相談体制への移行日」前日以前については、事前予約 

による申告相談を行っています。 
 詳細については、各税務署にお問い合わせください。 
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新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和２年分の確定申告で

は、公的年金等を受給されている方や令和２年７月豪雨により住宅等に被害

を受けられた方を主な対象として、申告書事前作成会を開催し、２月 16 日

よりも前から申告相談をお受けしています。 

なお、本事前作成会については、会場が比較的すいている時期に申告相談

のご案内をすることで、来場者の分散を図ることにより、感染リスクを低減

することを目的として実施しているものであります。 

また、対象となる一部の方には、個別に案内文書を送付しておりますが、

案内文書の送付がない方及び任意の日での来場をご案内した方については、

会場の混雑状況や入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする

こともあります。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

おって、本事前作成会への出席は任意でありますので、確定申告会場に出

向かなくても申告を行っていただけるよう、より安心・安全な自宅からのｅ

－Ｔａｘをご利用いただくようお願い申し上げます。 

各署の申告書事前作成会の開催期間等は次のとおりです。 

署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

大分 

九州電力㈱ 

大分支店 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

２月１日(金) 

由布市役所 

庄内庁舎 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１０日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時３０分から１６時

まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

※ 当会場につ

いては、未実

施 

別府 別府税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１0 日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 

 

令和２年分確定申告における申告書事前作成会につ
いて（大分県） 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

別府 

アストくにさ

き 

アグリホール 

（国東市） 

【開催期間】 

２月１日(月) 

２月２日(火) 

 

【受付時間】 

９時から１１時３０分

まで 

13 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

 

※ 当会場につ

いては、未実

施 

杵築市文化体

育館 

（杵築市） 

【開催期間】 

２月４日(木) 

２月５日(金) 

 

【受付時間】 

９時から１１時３０分

まで 

13 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

 

中津 中津税務署 

【開催期間】 

１月１５日(金)から 

１月２０日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時 

・住宅ローン控除の新

規適用を受けられる

方 

 

２月１０日(水) 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時 

・収入が公的年金等の

みの方 

・医療費控除がある年

末調整済の給与所得

のある方 

日田 日田税務署 

【開催期間】 

１月２０日(水)から 

２月５日(金)まで 

 

【受付時間】 

9 時から 16 時まで 

・令和２年７月豪雨に

より被害を受けられ

た方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方等 

 

１月２０日(水) 

佐伯 佐伯税務署 

【開催期間】 

２月１日(金)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ
れている方 

 

２月１６日(火) 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

臼杵 

臼杵税務署  

大会議室 

【開催期間】 

１月２６日(火)から 

１月２９日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１１時まで 

１３時から１５時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

※ 電話による事前予

約が必要です。 

１月２６日(火) 

津久見市役所 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月４日(木)まで 

 

【受付時間】 

９時から１１時まで 

１３時から１５時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

※ 津久見市市報 令

和３年１号にて周知

文書を掲載していま

す。 

※ 当会場につ

いては、未実

施 

 

臼杵市役所  

臼杵庁舎 

【開催期間】 

２月５日(金)から 

２月１０日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時から１１時まで 

１３時から１５時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

※ 臼杵市市報 令和

３年１号にて周知文

書を掲載していま

す。 

臼杵市役所 

野津庁舎 

【開催期間】 

２月１２日(金) 

 

【受付時間】 

９時から１１時まで 

１３時から１５時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

※ 臼杵市市報 令和

３年１号にて周知文

書を掲載していま

す。 

竹田 竹田税務署 

【開催期間】 

２月９日(火)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 

宇佐 宇佐税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１０日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

三重 三重税務署 

【開催期間】 

２月１０日(水)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

 9 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

（注１） 上記開催期間以外の申告相談、申告書の受付及び申告書用紙・届出書等の配付 
は、「令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について」をご確認ください。 

（注２） 上記「入場整理券による申告相談体制への移行日」前日以前については、事前予約 
による申告相談を行っています。 
 詳細については、各税務署にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21-



 

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和２年分の確定申告で

は、公的年金等を受給されている方や令和２年７月豪雨により住宅等に被害

を受けられた方を主な対象として、申告書事前作成会を開催し、２月 16 日

よりも前から申告相談をお受けしています。 

なお、本事前作成会については、会場が比較的すいている時期に申告相談

のご案内をすることで、来場者の分散を図ることにより、感染リスクを低減

することを目的として実施しているものであります。 

また、対象となる一部の方には、個別に案内文書を送付しておりますが、

案内文書の送付がない方及び任意の日での来場をご案内した方については、

会場の混雑状況や入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする

こともあります。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

おって、本事前作成会への出席は任意でありますので、確定申告会場に出

向かなくても申告を行っていただけるよう、より安心・安全な自宅からのｅ

－Ｔａｘをご利用いただくようお願い申し上げます。 

各署の申告書事前作成会の開催期間等は次のとおりです。 

署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

宮崎 

イオンモール

宮崎２階 

イオンホール 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

 

・公的年金等を受給さ

れている方及び給与

所得のある方で、連

年、税務署の会場で

確定申告をしている

方。 

 

２月１日(月) 

都城 

都城税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

２月２日(火)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

 

・スマホ申告説明会

（給与所得のある方

等で、スマホ申告を

される方） 

 

２月１日(月) 

ウエルネス交

流プラザ 

【開催期間】 

２月９日(火) 

２月１０日(水) 

 

【受付期間】 

９時から１５時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

令和２年分確定申告における申告書事前作成会につ
いて（宮崎県） 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

都城 
ウエルネス交

流プラザ 

【開催期間】 

２月１２日(金) 

２月１５日(月) 

 

【受付期間】 

９時から１５時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

２月１日(月) 

延岡 延岡税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

１月２９日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

１月２５日(月) 

※ 入場整理券

のオンライン

事前発行につ

いては、２月

１日（月）の

相談分から開

始します。 
【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

１３時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から正午まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

日南 
日南税務署 

１階  

【開催期間】 

１月２９日(金)から 

２月３日(水)まで 

 

【受付時間】 

9 時又は１３時 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方  

 

２月１６日(火) 

【掲載期間】 

２月１０日(水)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

 

小林 小林税務署 

【開催期間】 

２月１０日(水)から 

２月１５日(月)のう

ち、ご案内した日 

 

【受付時間】 

９時から 11 時まで、 

１３時から 16 時まで

のうち、ご案内した時間 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

高鍋 高鍋税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月９日(火)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得のある方 

 

２月１６日(火) 

【開催期間】 

２月１０日(水)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

（注１） 上記開催期間以外の申告相談、申告書の受付及び申告書用紙・届出書等の配付 
は、「令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について」をご確認ください。 

（注２） 上記「入場整理券による申告相談体制への移行日」前日以前については、事前予約 
による申告相談を行っています。 
 詳細については、各税務署にお問い合わせください。 
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新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和２年分の確定申告で

は、公的年金等を受給されている方や令和２年７月豪雨により住宅等に被害

を受けられた方を主な対象として、申告書事前作成会を開催し、２月 16 日

よりも前から申告相談をお受けしています。 

なお、本事前作成会については、会場が比較的すいている時期に申告相談

のご案内をすることで、来場者の分散を図ることにより、感染リスクを低減

することを目的として実施しているものであります。 

また、対象となる一部の方には、個別に案内文書を送付しておりますが、

案内文書の送付がない方及び任意の日での来場をご案内した方については、

会場の混雑状況や入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする

こともあります。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

おって、本事前作成会への出席は任意でありますので、確定申告会場に出

向かなくても申告を行っていただけるよう、より安心・安全な自宅からのｅ

－Ｔａｘをご利用いただくようお願い申し上げます。 

各署の申告書事前作成会の開催期間等は次のとおりです。 

署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

鹿児島 

鹿児島県 

市町村自治会

館 

【開催期間】 

２月８日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

２月８日(月) 

川内 川内税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

9 時から 16 時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

 

１月２５日(月) 

 

※ 入場整理券

のオンライン

事前発行につ

いては、２月

９日（火）の

相談分から開

始します。 

 
 

令和２年分確定申告における申告書事前作成会につ
いて（鹿児島県） 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

鹿屋 鹿屋税務署 

【開催期間】 

１月２８日(木)から 

２月１５日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

大島 大島税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１日(月) 

出水 

出水市役所 

多目的ホール 

【開催期間】 

２月１日(月) 

２月３日(水) 

 

【受付時間】 

9 時から 16 時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

※ 当会場につ

いては、未実

施 

 

風テラスあく

ね交流室 

【開催期間】 

２月４日(木) 

 

【受付時間】 

10 時から 15 時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

長島町役場 

開発総合セン

ター３階大会

議室 

【開催期間】 

２月５日(金) 

 

【受付時間】 

10 時から 15 時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

指宿 

指宿税務署 

【開催期間】 

２月３日(水)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

 ９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

・給与所得等のある方

で、スマホ申告をさ

れる方 

※ 電話、窓口（当日

予約含む）での事前

予約又は LINE による

オンライン事前発行

を行った方が対象と

なります。 

２月８日(月) 

指宿市役所 

北側別館講堂 

【開催期間】 

2 月 2 日（火） 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

※ 当会場につ

いては、未実

施 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

種子島 種子島税務署 

【開催期間】 

２月１日(月)から 

２月４日(木)まで 

 

【受付時間】 

9 時から１５時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１２日(金) 

知覧 

知覧文化会館 

【開催期間】 

１月２８日(木) 

１月２９日(金) 

 

【受付時間】 

９時から１１時３０分 

まで 

１３時３０分から１５ 

時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

※ 当会場につ

いては、未実

施 

知覧税務署 

【開催期間】 

２月１日(月) 

２月２日(火) 

 

【受付時間】 

９時から１１時３０分

まで 

１３時３０分から 16

時まで 

・スマホ申告説明会

（給与所得のある方

等で、スマホ申告を

される方） 

 

２月１６日(火) 

【開催期間】 

２月９日(火)から 

２月１２日(金)まで 

 

【受付時間】 

９時から１１時３０分

まで 

１３時３０分から 16

時まで 

・年金申告説明会(公的

年金等を受給されて

いる方) 

 

伊集院 伊集院税務署 

【開催期間】 

１月２５日(月)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

加治木 加音ホール 

【開催期間】 

２月４日(木)から 

２月１５日(月)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・住宅ローン控除の適

用を受けられる方 

 

２月１６日(火) 
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署名 会場 
開催期間等 

（土・日・祝日を除く。） 
事前作成会の対象の方 

入場整理券によ

る申告相談体制

への移行日 

大隅 大隅税務署 

【開催期間】 

２月３日(水)から 

２月１０日(水)まで 

 

【受付時間】 

９時から１６時まで 

・公的年金等を受給さ

れている方 

 

２月１６日(火) 

（注１） 上記開催期間以外の申告相談、申告書の受付及び申告書用紙・届出書等の配付 
は、「令和２年分熊本国税局管内申告相談会場等について」をご確認ください。 

（注２） 上記「入場整理券による申告相談体制への移行日」前日以前については、事前予約 
による申告相談を行っています。 
 詳細については、各税務署にお問い合わせください。 
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１ 

 

 

 

 

災害により被害を受けられた皆様に、⼼からお⾒舞い申し上げます。災害により被害を受けられた
方には、次のような税制上の措置（手続）がありますので、ご確認ください。 

 

 

災害により被害を受けられた方は、「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を税務署に提出するこ
とにより、申告・納付等について期限の延⻑を受けられる場合があります。 

 
 

災害により財産に被害を受けたときや納付が困難なときは、「納税の猶予申請書」を税務署に提出するこ
とにより、納税の猶予を受けられる場合があります。 
 

 

 

 

災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において①「所得税法」に定める雑損控除の
方法、②「災害減免法」に定める税⾦の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復興特別
所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。これらの２つの方法には、次のような違いがありま
す。 

 所得税法（雑損控除） 災害減免法（税⾦の軽減免除） 

対 象 と な る 
資産 の範 囲等  

生活に通常必要な資産(注１) 
 

住宅又は家財の損失額(注 2)が、その価額の２分の
１以上である場合 

控除 額の 計算  
又は 

所得税及び復興
特別所得税の軽
減額 

控除額は次の①と②のうち、いずれか多い方の⾦額
です。 
 

①  
 

②  

※「災害関連⽀出の⾦額」とは、災害により滅失した住
宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費⽤など災害に
関連して⽀出したやむを得ない費⽤をいいます。 

軽減額等は次のとおりです。 

その年分の所得⾦額 所得税及び復興特
別所得税の軽減額 

500 万円以下 全額免除 

500 万円超 
750 万円以下 ２分の１の軽減 

750 万円超 
1,000 万円以下 ４分の１の軽減 

 

参 考 事 項 

・その年の所得⾦額から控除しきれない⾦額がある場合
には、翌年以後３年間に繰り越して、各年分の所得⾦額か
ら控除することができます。 

この繰越しをするには、損失が生じた年分以後連続し
て確定申告書を提出する必要があります。 
 
・  災害関連⽀出の⾦額に係る領収証は、申告書に添付す
るか、申告書を提出する際に提示する必要があります。 
 
・  災害関連⽀出のうち、災害により生じた土砂などを除
去するための⽀出、住宅や家財などの原状回復のための
⽀出（資産が受けた損害部分を除きます。）、住宅や家財な
どの損壊・価値の減少を防止するための⽀出については、
災害のやんだ日から１年（やむを得ない事情がある場合
には３年）以内に⽀出したものが対象となります。 

・原則として損害を受けた年分の所得⾦額が、1,000 万
円以下の方に限ります。 
 
・減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられませ
ん。 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

災害により被害を受けられた方へ 
（所得税及び復興特別所得税関係） 

Ⅰ 災害により申告等が期限までにできない方 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Ⅱ 災害により納付が困難な方
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Ⅲ 災害により住宅や家財などに損害を受けた方
 

 

－ 

 

所得⾦額の  
10 分の１ 

損失額(注 2)のうち 
災害関連⽀出の⾦額 － ５万円 

損失額(注 2) 

１．所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
 

国税局・税務署 令和２年８月 

（注）１ 棚卸資産や事業⽤の固定資産、⼭林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。 
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競⾛⾺、１個又は１組の価額が 30 万円を超える貴⾦属、書画、⾻とう等をいいます。 

２ 資産に生じた損害⾦額から保険⾦などによって補てんされる⾦額を差し引いた後の⾦額をいいます。 

別紙２別紙６
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２ 

 

 

雑損控除の計算において、災害により被害を受けた住宅や家財、⾞両の損失額は、その損失の生じた
時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、①住宅の主要構造部に損
壊がある場合で、かつ、②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、
次の方法により計算して差し⽀えありません。 

 

 
① 住宅の取得価額が明らかな場合 
  

 損失額（注１、２） ＝（住宅の取得価額 － 減価償却費（注３））× 被害割合（注４） 
 

1（注）１ 保険⾦、共済⾦及び損害賠償⾦などで補てんされる⾦額がある場合には、その⾦額を差し引い
た後の⾦額が損失額となります。ただし、被災者生活再建⽀援法に基づくものは除きます（以下
同じです。）。 

（注 ）  ２ 損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費⽤（修繕費）が含まれます（以下同じです。）。  
（注）    ３ 減価償却費の計算は、次のとおりです（以下同じです。）。 
    

          
         

      償却率は、５ページの別表１「⾮業務⽤資産の償却率」をご覧ください。 
（注）    ４ 被害割合については、被害状況に応じて、５ページの別表２「被害割合表」により求めた被害割

合とします（以下同じです。）。 
 

   ② 住宅の取得価額が明らかでない場合 
 

     損失額 ＝〔（１㎡当たりの工事費用 × 総床面積）－ 減価償却費〕× 被害割合 
 

（注） １㎡当たりの⼯事費⽤は、６ページの別表３「地域別・構造別の⼯事費⽤表（１㎡当たり、単位︓千円）」をご覧ください。  
 

 

 

① 家財の取得価額が明らかな場合 
 

     損失額 ＝（家財の取得価額 － 減価償却費）× 被害割合 
 

② 家財の取得価額が明らかでない場合 
 

     損失額 ＝ 家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合 
 
      （注） 家族構成別家庭⽤財産評価額は、６ページの別表４「家族構成別家庭⽤財産評価額」をご覧ください。  
 
 
 
 

 

損失額 ＝（⾞両の取得価額 － 減価償却費）× 被害割合 
 

（注） ⾞両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。 
なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他

の親族が、専ら通勤に使⽤しているなど、⾞両の保有⽬的、使⽤状況等を総合勘案して判断するこ
とになります。 

  

２．雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
 

(１) 住宅に対する損失額の計算 
 

(２) 家財に対する損失額の計算 
（⽣活に通常必要な動産で、⾞両を除きます。） 

(３) ⾞両に対する損失額の計算 

減価償却費 ＝ 住宅の取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数※ 
（※１年未満の端数は、６⽉以上は１年、６⽉未満は切り捨てます。） 
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① 適用期間の特例 
災害によって被害を受けたことにより居住の⽤に供することができなくなった住宅⽤家屋（以下「従

前家屋」といいます。）については、居住の⽤に供することができなくなった年以後の残りの適⽤年
においても、引き続き、（特定増改築等）住宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を受けることができます。 

適⽤期間の特例を受けるための手続は、通常の確定申告又は年末調整と同じです。 
新たに取得等をした住宅⽤家屋について住宅借⼊⾦等特別控除等の適⽤を受ける（※）など一定の

場合には、適⽤期間の特例の適⽤を受けることはできません。 
※ 下記「②重複適⽤の特例」の適⽤を受けることができる被災者生活再建⽀援法の対象となる再建⽀援法適⽤者は除きます。 

② 重複適用の特例 
被災者生活再建⽀援法が適⽤された市町村の区域内に所在する住宅⽤家屋を、その災害により居住

の⽤に供することができなくなった場合には、その従前家屋に係る(特定増改築等)住宅借⼊⾦等特別
控除と、一定期間内に新たに住宅⽤家屋の再取得等をした場合の(特定増改築等)住宅借⼊⾦等特別控
除又は認定住宅新築等特別税額控除を、重複して適⽤することができます。 

重複適⽤の特例を受けるためには、新たに取得等をした住宅⽤家屋については（特定増改築等）住
宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を受けるための適⽤１年⽬に必要な書類を、従前家屋については（特定増
改築等）住宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を受けるために必要な書類のほか、被災の事実等を明らかにす
る次の書類を確定申告書に添付する必要があります。 
・ 従前家屋の被害の状況等を証する書類（り災証明書）（写し可） 
・ 従前家屋の登記事項証明書（滅失した住宅については閉鎖登記記録に係る登記事項証明書）（原本） 

 

 

 

税務署から予定納税額の通知書が送付された方で、災害により住宅や家財などに損害を受け、その年
の申告納税⾒積額が、予定納税額の通知書に記載された予定納税基準額に満たないと⾒込まれるときは、
予定納税額の減額を申請することができます。 

なお、この申請書の提出期限についても、上記「Ⅰ 災害により申告等が期限までにできない方」の
期限延⻑の対象となります。 

 

（注）提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 
 

 

 

災害により事業⽤資産や棚卸資産などに被害を受けた個⼈事業者の方は、その損失の⾦額を事業所得
等の⾦額の計算上、必要経費に算⼊することができます（保険⾦などにより補てんされる部分の⾦額は、
必要経費に算⼊されません。）。 

また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の⾦額（以下「純損失」といいます。）がある場合に
は、次のように取り扱います。 
・⻘⾊申告の場合 

純損失の⾦額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後３年間に繰
り越して、各年分の総所得⾦額等から控除することができます。  
・白⾊申告の場合 

純損失の⾦額のうちに被災事業⽤資産の損失の⾦額があるときは、その部分の⾦額は、翌年以後３年
間に繰り越して、各年分の総所得⾦額等から控除することができます。 

７⽉の減額申請 
その年 6 ⽉ 30 日時点の所得⾦額と税額を⾒積もり、原則として７⽉ 15 日までに第１期

分及び第２期分の「予定納税額の減額申請書」を提出してください。 

11 ⽉の減額申請 
その年 10 ⽉ 31 日時点の所得⾦額と税額を⾒積もり、原則として 11 ⽉ 15 日までに第

２期分の「予定納税額の減額申請書」を提出してください。 

Ⅳ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
 

４．所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
 

 

３．住宅借⼊⾦等特別控除等の特例
 

  
３．住宅借入金等特別控除の特例
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災害により被害を受けた事業者が、災害の生じた日の属する課税期間について、簡易課税制度の適⽤
を受けることが必要となった場合（受けることの必要がなくなった場合）には、災害がやんだ日から２
⽉以内に所轄税務署⻑に申請し、その承認を受けることにより、災害の生じた日の属する課税期間から
簡易課税制度の適⽤を受けること（適⽤をやめること）ができます（事業⽤資産や棚卸資産などに相当
な損害を受け、緊急な設備投資を⾏うため、簡易課税から一般課税への変更が必要となった場合などに
適⽤されます。）。 

 

 

  

「り災証明書」は、災害により家屋に被害を受けた場合、その被害を受けた方が市区町村に被害の状
況を申告した後、その市区町村がその状況を確認した上で発⾏されるものです。 

この証明書には、例えば、り災原因や、全壊や半壊など家屋についての被害状況等が表示されている
ことから、確定申告で「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減」を受けられる場合の被害割
合を判定する際の⽬安となるものです。 

税務署では、申告書等を提出する際に「り災証明書」を添付していただくか、又は提示していただく
ようお願いしております。 

 

 

災害により受領する災害義援⾦等のうち次のものについては、所得税及び復興特別所得税の課税の対
象とはなりません。 
・被災者生活再建⽀援法による被災者生活再建⽀援⾦など、⽀給する法令の規定上⾮課税とされている
もの。 
・⼼⾝又は資産に加えられた損害について⽀払を受ける義援⾦や⾒舞⾦で、その受贈者の社会的地位、
贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるもの。 

（注） 事業所得等の必要経費に算⼊される⾦額を補てんするものや、休業期間中の収益補償など事業所得等の収⼊⾦額に代わる

ものについては、課税の対象となり、事業所得等の総収⼊⾦額に算⼊する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅵ り災証明書の添付又は提示
 

 
● このリーフレットは、令和２年８⽉１日現在の法令に基づいて作成しています。 
● このリーフレットの内容などに関して、ご質問・ご不明な点などがございましたら、税務署にお問い合

わせください。 
 税務署窓口でのご相談は、お待ちいただくことなくご相談に対応できるよう、お電話で事前に相談日時
をご予約いただいております。 

Ⅴ 災害による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例
 

Ⅶ 災害により受領する災害義援⾦等
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① 建物                             ② ⾞両 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１ 耐⽤年数は、通常の耐⽤年数を 1.5 倍したものとなっています。 
（注）２ 上記以外の資産の償却率については、税務署にお問い合わせください。 
 
 
 

 

 

区分 被 害 区 分 被 害 割 合 摘         要 住 宅 家 財 

損壊 

全壊・流失・埋没・倒壊 
％ ％ 

被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び
住宅として使⽤できない場合 

100 100 
（倒壊に準ずるものを含む）  

住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時
価の 50％以上であるか、損失部分の床面積が
その住宅の総床面積の 70％以上である場合 

半    壊 50 50 

住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時
価の 20％以上 50％未満であるか、損失部分の
床面積がその住宅の総床面積の 20％以上 70％
未満で残存部分を補修すれば再び使⽤できる
場合 

一部破損 5 5 
住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達

しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた
場合 

浸水 

床 上 
1.5ｍ以上 

平  屋 80 
(65) 

100 
(100) 

・海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使⽤
し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割
合を使⽤します。 

なお、⻑期浸水（24 時間以上）の場合には、
各割合に 15％を加算した割合を使⽤します。 
 
・「床上」とは、床板以上をいい、二階のみ借り
ている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替
え平屋の割合を使⽤します。 
 
・「二階建以上」とは、同一⼈が一階、二階以上
とも使⽤している場合をいいます。 

二階建以上 55 
(40) 

85 
(70) 

床 上 
１ｍ以上 
1.5ｍ未満 

平  屋 75 
(60) 

100 
(100) 

二階建以上 50 
(35) 

85 
(70) 

床 上 
50cm 以上 
１ｍ未満 

平  屋 60 
(45) 

90 
(75) 

二階建以上 45 
(30) 

70 
(55) 

床 上 
50cm 未満 

平  屋 40 
(25) 

55 
(40) 

二階建以上 35 
(20) 

40 
(25) 

床  下 15 
(0) － 

（注） ⾞両に係る被害割合については、上記を参考に、例えば、「補修を加えても再び使⽤できない場合」には被害割合を 100％と
するなど、個々の被害の状況を踏まえ適⽤します。 

 
 

別表２ 被害割合表
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

別表１ ⾮業務用資産の償却率
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世帯主の年齢 夫  婦 独  ⾝ 
歳 万円 万円 

  〜 29 500 

300 30 〜 39 800 
40 〜 49 1,100 
50 〜  1,150 

（注） ⼤⼈（年齢 18 歳以上）１名につき 130 万円を加算し、⼦供（年齢 18 歳未満） 
1 名につき 80 万円を加算します。 

 
 

別表３ 地域別・構造別の工事費用表（１㎡当たり、単位︓千円）
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

別表４ 家族構成別家庭用財産評価額
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

（注） 該当する地域の⼯事費⽤が全国平均を下回る場合（かっこ書き）又は値が存在しない場合のその地域の⼯事費⽤については、 
全国平均の⼯事費⽤を⽤いて差し⽀えありません。 

【令和２年分⽤】 
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○令和２年中の災害により被害を受けられた方の必要書類

1 　り災証明書（発行を受けている場合はお持ちください。）

2
　被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積の分かるもの
　（売買（工事請負）契約書、登記簿謄本（登記事項証明書）、固定資産税課税明細書など）

3 　被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額の分かるもの（売買契約書、領収書など）

4
　被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの（領収書、請求書、見積書など）
　※マンションの方は、共用部分に関する書類もご持参ください

5
　被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合（見込みを含む。）、その金額が分かるもの（支
払通知書、通帳の写しなど）
　※マンションの方は、共用部分に関する書類もご持参ください

6 　令和２年分の申告者本人の所得金額の分かる書類（源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書など）

7
　生計を一にする親族に所得金額が４８万円を超える方がいる場合には、その方の令和２年分の所得金額の分かる書類
（申告書の控え、収支内訳書・青色申告決算書の控え、源泉徴収票など）

8 　生命保険料控除や社会保険料控除等の控除額が分かる書類

9 　マイナンバーカード（又は通知カード＋運転免許証、公的医療機関の被保険者証等）

10 　利用者識別番号と暗証番号が分かるもの（ｅ－Ｔａｘを利用されたことのある方）

11
　被災した住宅・家財等の損失額の計算書
　※令和２年中に開催した、令和２年７月豪雨により被害を受けた方を対象にしたする雑損控除説明会で事前に作成さ
れた方
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Nや
メ

ー
ル

等
で

送
信

申
告

書
に

自
動

入
力

・
自

動
計

算
♪

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
か

ら
、

ま
と

め
て

デ
ー

タ
で

取
得

証
券

会
社

年
間

取
引

報
告

書

銀
行

等

年
末

残
高

証
明

書

（
確

定
申

告
の

み
）

保
険

会
社

保
険

料
控

除
証

明
書

年 末 調 整 手 続

従 業 員 納 税 者

給 与 担 当 者

国
税

庁
の

「
年

末
調

整
控

除
作

成
用

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

」
等

で
作

成

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

活
用

し
た

年
末

調
整

・
確

定
申

告
手

続
の

簡
便

化
に

つ
い

て

令
和

２
年

10
月

以
降

、
年

末
調

整
お

よ
び

確
定

申
告

手
続

に
つ

い
て

、
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

の
機

能
を

活
用

し
て

、
控

除
証

明
書

等
の

必
要

書
類

の
デ

ー
タ

を
一

括
取

得
し

、
各

種
申

告
書

へ
自

動
入

力
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。

•控
除

証
明

書
等

の
書

面
の

収
集

・
管

理
・
提

出
が

必
要 •書

面
の

控
除

証
明

書
等

を
１

件
１

件
確

認
し

な
が

ら
記

入
・
入

力

•提
出

後
に

確
認

・
検

算
等

の
作

業
が

発
生

【
年

末
調

整
手

続
の

み
】

Be
fo
re

A
ft
er

確 定 申 告 手 続

※
お

知
ら

せ
情

報
取

得
機

能
・

民
間

送
達

サ
ー

ビ
ス

保
有

情
報

取
得

機
能

の
活

用
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裏
面

に
続

く

確
定

申
告

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
×

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

取
得

申
請

は
こ

ち
ら

か
ら

〜
ご

利
⽤

（
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

連
携

）
前

の
設

定
〜

国
税

庁
法

⼈
番

号
70

00
01

20
50

00
2

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

取
得

ST
EP

１

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
の

開
設

・
も

っ
と

つ
な

が
る

設
定

ST
EP

２
①

「
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

」
ト

ッ
プ

に
ア

ク
セ

ス
し

、
案

内
に

沿
っ

て
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
の

利
⽤

者
登

録
（

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
の

開
設

）
を

⾏
い

ま
す

。
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

の
開

設
は

こ
ち

ら
か

ら

②
利

⽤
者

登
録

後
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
に

ロ
グ

イ
ン

し
、

「
も

っ
と

つ
な

が
る

」
メ

ニ
ュ

ー
か

ら
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

と
e-

Ta
x(

※
１

)・
⺠

間
送

達
サ

ー
ビ

ス
(※

２
)を

つ
な

ぎ
ま

す
。

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
連

携
可

能
な

控
除

証
明

書
等

発
⾏

主
体

一
覧

は
こ

ち
ら

か
ら

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
「

も
っ

と
つ

な
が

る
」

メ
ニ

ュ
ー

画
面

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
、

パ
ソ

コ
ン

又
は

郵
送

等
で

取
得

申
請

を
⾏

い
ま

す
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

取
得

は
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

が
お

す
す

め
︕

（
注

）
保

険
会

社
等

の
控

除
証

明
書

等
の

発
⾏

主
体

が
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

連
携

に
対

応
し

て
い

る
こ

と
と

、
ど

の
⺠

間
送

達
サ

ー
ビ

ス
を

利
⽤

し
て

い
る

か
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

保
険

会
社

等
と

⺠
間

送
達

サ
ー

ビ
ス

の
連

携
設

定
ST

EP
３

※
１

※
２

契
約

し
て

い
る

保
険

会
社

や
証

券
会

社
の

サ
イ

ト
か

ら
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

連
携

の
手

続
き

を
⾏

い
ま

す
。

検
索

○
○

生
命

マ
イナ

手
続

き

・
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

連
携

の
詳

細
は

、
国

税
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

連
携

特
設

ペ
ー

ジ
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

⇒
・

各
種

設
定

に
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

読
取

対
応

の
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

（
又

は
IC

カ
ー

ド
リ

ー
ダ

ラ
イ

タ
）

が
必

要
で

す
。

・
控

除
証

明
書

等
デ

ー
タ

が
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

経
由

で
取

得
可

能
と

な
る

に
は

、
ST
EP

３
の

設
定

後
、

数
日

要
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

（
保

険
会

社
等

に
よ

り
異

な
り

ま
す

）
。

特
設

ペ
ー

ジ

検
索

マ
イナ

ポ
ー

タル

保
険

会
社

等
の

設
定

は
各

保
険

会
社

等
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

ST
EP

１
ST

EP
５

〜

（
例

）
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令
和

２
年

12
⽉

確
定

申
告

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
×

〜
確

定
申

告
書

を
作

成
〜

国
税

庁
法

⼈
番

号
70

00
01

20
50

00
2

確
定

申
告

特
集

を
検

索
ST

EP
４

検
索

確
定

申
告

特
集

確
定

申
告

書
を

作
成

確
定

申
告

書
等

作
成

コ
ー

ナ
ー

へ
ア

ク
セ

ス
確

定
申

告
特

集
か

ら
「

確
定

申
告

書
等

作
成

コ
ー

ナ
ー

」
へ

ア
ク

セ
ス

し
ま

す
。

パ
ソ

コ
ン

画
面

（
確

定
申

告
特

集
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
）

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
画

面
（

確
定

申
告

特
集

ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

）

「
確

定
申

告
書

等
作

成
コ

ー
ナ

ー
」

で
は

、
以

下
の

こ
と

が
で

き
ま

す
。

ST
EP

５
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

画
面

パ
ソ

コ
ン

画
面

確
定

申
告

特
集

は
こ

ち
ら

か
ら

・
画

面
の

案
内

に
沿

っ
て

、
申

告
書

の
作

成
・

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
連

携
も

作
成

の
流

れ
の

中
で

利
⽤

可
能

・
途

中
で

保
存

し
た

デ
ー

タ
を

読
み

込
ん

で
、

申
告

書
の

作
成

再
開

・
メ

ッ
セ

ー
ジ

ボ
ッ

ク
ス

（
e-

Ta
xの

受
付

結
果

な
ど

）
の

確
認

×
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

方
式

今
年

の
確

定
申

告
の

情
報

を
国

税
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
確

定
申

告
特

集
で

確
認

し
ま

す
。

〈
⼊

⼒
方

法
な

ど
の

動
画

の
ご

案
内

〉
確

定
申

告
書

等
作

成
コ

ー
ナ

ー
を

利
⽤

し
た

⼊
⼒

方
法

な
ど

を
動

画
で

ご
案

内
し

て
い

ま
す

。
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。
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【
掲

載
場

所
】

 
国

税
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

申
告

書
作

成
・

e-
Ta

x
送

信
が

ま
す

ま
す

便
利

に
︕

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

ta
.g

o.
jp

/t
ax

es
/s

hi
ra

be
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u/
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m

ar
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in
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x.
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１ 給与所得控除等から基礎控除への振替
 給与所得控除及び公的年⾦等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が

10万円引き上げられました。

２ 給与所得控除の改正
 給与収⼊が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。
 ⼦育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等

を有する方には、負担増が生じない措置が講じられています（所得⾦額調整控除）。

３ 公的年⾦等控除の改正
 公的年⾦等収⼊が1,000万円超える方の控除額に上限が設けられました。
 公的年⾦等以外の所得⾦額が1,000万円超える方の控除額が引き下げられました。

４ 基礎控除の改正
 基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得⾦額が2,400万円超

える方の控除額が引き下げられ、2,500万円超える方の控除が廃止されました。

給与等の収⼊⾦額
給与所得控除額

令和２年分 令和元年分

162.5万円以下 55万円 65万円

162.5万円超 180万円以下 その収⼊⾦額×40％－ 10万円 その収⼊⾦額×40％

180万円 超 360万円以下 その収⼊⾦額×30％＋ ８万円 その収⼊⾦額×30％＋ 18万円

360万円 超 660万円以下 その収⼊⾦額×20％＋ 44万円 その収⼊⾦額×20％＋ 54万円

660万円 超 850万円以下 その収⼊⾦額×10％＋110万円 その収⼊⾦額×10％＋120万円

850万円 超 1,000万円以下 195万円 その収⼊⾦額×10％＋120万円

1,000万円 超 195万円 220万円

令和２年分の確定申告から適用される主な税制改正について

給与収⼊

事業収⼊

公的年⾦収⼊ 公的年⾦等控除

給与所得控除

必要経費 基礎控除等 税額

△10万円

△10万円

＋10万円

給与所得控除等から
基礎控除への振替

国税庁 法⼈番号7000012050002 2020.9

1
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５ ⻘⾊申告特別控除の改正
 65万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤要件に「電⼦帳簿保存」又は「e-Taxによる電⼦申告」

が追加されました。
 詳しくは、「令和２年分の所得税確定申告から65万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤要件が

変わります（リーフレット）」をご確認ください。

６ ひとり親に対する税制上の措置等
 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする⼦を有する所得500万円以下の単⾝者

について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。
 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適⽤することと

し、所得制限（所得500万円）が設けられました。

【本⼈が⼥性の場合の控除額】 【本⼈が男性の場合の控除額】

７ チケット寄附税制の創設
 新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、⼊場料

等の払戻しの請求をしなかった場合のその⼊場料について、寄附⾦控除（所得控除又は税
額控除）の対象とされました。

要件等 令和２年分 令和元年分

簡易な方法での記帳 10万円 10万円

①正規の簿記（複式簿記）での記帳
②申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付
③申告期限内での確定申告

55万円 65万円

上記①〜③に加え、
「電⼦帳簿保存」又は「e-Taxによる電⼦申告」 65万円 65万円

国税庁 法⼈番号7000012050002 2020.9

死別 離別 ひとり親

扶
養
親
族

⼦あり 35万円 35万円 35万円

⼦以外 27万円 27万円 －

無し 27万円 － －

死別 離別 ひとり親

扶
養
親
族

⼦ 35万円 35万円 35万円

⼦以外 － － －

無し － － －

パソコン・スマホから確定申告︕

 税務署に⾏く手間がかかりません︕
 確定申告期間中は24時間いつでも

利⽤できます︕
 印刷して郵送等で税務署へ提出する

こともできます︕

「国税庁ホームページ」へアクセス!︕

と回答

利用者の感想
確定申告書等作成コーナーの

確定申告

（注）確定申告期間以外の利⽤可能時間やメンテナンスによりご利⽤いただけ
ない時間帯については、e-Tax ホームページでご確認ください。

661万人が利⽤

94％の方が役⽴つ

2
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新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体
から個⼈に対して⽀給された助成⾦の課税関係

〇 国と地方公共団体からの助成⾦については、個別の助成⾦の事実関係によって、次の
とおり課税関係が異なります。

〇 上記の⾮課税所得となる助成⾦以外の助成⾦については、次のいずれかの所得として
所得税の課税対象になります。

① 事業所得等に区分されるもの
事業に関連して⽀給される助成⾦
（例えば、事業者の収⼊が減少したことに対する補償や⽀払賃⾦などの必要経費に

算⼊すべき⽀出の補てんを⽬的として⽀給するものなど）
※ 補償⾦の⽀給額を含めた１年間の収⼊から経費を差し引いた収⽀が⾚字となる場

合などには、税負担は生じません。また、⽀払賃⾦などの必要経費を補てんするも
のは、⽀出そのものが必要経費になります。

② 一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成⾦で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時

に⽀給される助成⾦
※ 一時所得については、所得⾦額の計算上、50万円の特別控除が適⽤されること

から、他の一時所得とされる⾦額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象
になりません。

③ 雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成⾦

※ 一般な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合に
は、確定申告不要されています。

※ 国や地方公共団体による助成⾦等の課税関係については、次ページの【参考】
をご確認ください。

なお、次ページの【参考】に記載がない助成⾦等の課税関係については、その
助成⾦等の⽀給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

〇 助成⾦の⽀給の根拠となる法令等の規定により、⾮課税所得とされるもの。
〇 助成⾦が次に該当するなどして、所得税法の規定により、⾮課税所得とされるもの。

① 学資として⽀給される⾦品（所得税法９条１項15号）
② ⼼⾝又は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の⾒舞⾦

（所得税法９条１項17号）

課税となるもの

⾮課税となるもの
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（参考） 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から
⽀給される主な助成⾦等の課税関係（例示）

非

課

税

【⽀給の根拠となる法律が⾮課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦（雇⽤保険臨時特例法７条）
・新型コロナウイルス感染症対応協業給付⾦（雇⽤保険臨時特例法７条）

【新型コロナウイルス感染症等の措置の影響に対するための国税関係法律の
臨時特例に関する法律（以下「新型コロナ税特法」といいます。）が⾮課税
の根拠となるもの】
・特別定額給付⾦（新型コロナ税特法4条１号）
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦（新型コロナ税特法４条２号）

【所得税法が⾮課税の根拠となるもの】
〇学資として⽀給される⾦品（所得税法９条１項15号）
・学生⽀援緊急給付⾦
〇⼼⾝又は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の⾒舞⾦

（所得税法９条１項17号）
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成

課

税
（※

）

【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付⾦（事業所得者向け）
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防止協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・小学校休業等対応助成⾦
・小学校休業等対応⽀援⾦

【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付⾦（給与所得者向け）
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦

【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付⾦（雑所得者向け）

（※） 事業所得者の⾦額の計算においては、「総収⼊⾦額」から「必要経費」を差し引
くこととされています。各種給付⾦等の申請手続に際して発生した費⽤（⾏政書⼠
に対する報酬料⾦など）は、この必要経費に該当します。
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チャットボットとは
「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた⾔葉で、質問したい内容をメニュー
から選択するか、自由に文字で⼊⼒すると、AI（⼈⼯知能）を活⽤して自動で回答する
ウェブサービスです。

所得税の確定申告のご相談は、

令和３年１⽉12日（火）から

チャットボットによる
税務相談が始まりました

チャットボットは、国税庁ホームページで
ご利⽤いただけます。

スマホでのご利⽤
はこちらから︕

国税庁 ふたば

質問の方法は次の２とおり

パソコン、スマートフォン、
タブレットでご利⽤できます。8：004G

chat.nta.go.jp

１メニューから選択する

2 文字で⼊⼒する

5
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昨年は・・
所得税の確定申告のうち、「医療費控除」や「住宅ローン控除」など
の各種控除を中⼼に、お問合せが多い次の事項に関する質問にお答え
しました。
・給与や年⾦の収⼊、
・確定申告の手続、
・医療費控除、住宅ローン控除、寄附⾦控除などの各種控除 など

所得税の確定申告の相談範囲

本年は・・
上記に加えて、利⽤者の方から質問が多かった
・配当の受取りや株式の売却による収⼊、
・パソコンやスマホで申告書を作成する際の準備や操作、
・初めて確定申告をする方、引っ越しや結婚した場合など、その方

の状況に応じたよくある質問 など
にお答えします。

税務職員ふたば

6
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●原稿料、講演料又はネットオークションやフリーマーケッ
トアプリなどを利⽤した個人取引による所得 

  （具体例） 
  ①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得 
    ※ただし、生活に使⽤した資産の売却による所得は⾮課税（確定申告は不要） 

  ②⾃家用⾞などの貸付けによる所得 
  ③ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得 

⇒「業務に係る雑所得」に該当 
 
 
●ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得 

⇒「その他の雑所得」に該当 
 
 
●競馬等のギャンブルから生じた所得 

⇒原則、「一時所得」に該当 
 
※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20 万円以下 

の方は、確定申告は不要です。 
  医療費控除やふるさと納税（寄附⾦控除）などの適⽤を受ける場合は、 

20 万円以下であっても確定申告が必要です。 
 

●副収⼊の申告漏れにご注意ください。 
●雑所得の区分が「公的年⾦等」・「業務」・
「その他」とされました。 
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● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及

び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。 

 ※ ご自宅等から確定申告書をインターネット（e-Tax）で送信

する場合、本⼈確認書類の写しの提出は不要です。 

 

● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載す

る場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。 

 ※ これらの方の本⼈確認書類の提示又は写しの添付は不要です。 

 

● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。 
 ① マイナンバーカード 

又は 
 ② 次の「番号確認書類」と「身元確認書類」 
 

番 号 確 認 書 類 

 

身 元 確 認 書 類 

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 

● 通知カード 

 

● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 
 （マイナンバーの記載があるものに限ります。） 

などのうちいずれか１つ 

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認で

きる書類》 

● 運転免許証     ● 公的医療保険の被保険者証 

● 身体障害者手帳 

● パスポート 

● 在留カード  

● お持ちの方は、税務署から送付される「確定申告のお

知らせ」はがき  
などのうちいずれか１つ 

 

確定申告書には、 

①マイナンバーの記載 
②本⼈確認書類の提出等 
をお忘れなく︕︕︕ 

写しの保険者番号及び被保険者

等記号・番号部分を復元できな

い程度に塗り潰してください。 

通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に

記載されている内容と一致している場合に限り、引

き続き番号確認書類として利用できます。 

8
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●令和２年分確定申告の受付期間 

所 得 税 等 令和３年２⽉ 16 ⽇(⽕) 〜 令 和 ３ 年 ３ ⽉ 1 5 ⽇ ( ⽉ ) 

個人事業者の消費税 令 和 ３ 年 １ ⽉ ４ ⽇ ( ⽉ ) 〜 令 和 ３ 年 ３ ⽉ 3 1 ⽇ ( ⽔ ) 

贈 与 税 令 和 ３ 年 ２ ⽉ １ ⽇ ( ⽉ ) 〜 令 和 ３ 年 ３ ⽉ 1 5 ⽇ ( ⽉ ) 

（注１）所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 
（注２）署外会場を開設する署については、その開設期間中は税務署で申告相談を⾏って

いません。 
（注３）税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、通常、相談・申告書の受付は⾏っており

ません。一部の申告会場では、２⽉21⽇（⽇）と２⽉28⽇（⽇）に限り日曜日も
相談・申告書の受付を⾏います。 

 
●令和２年分確定申告に係る納期限・振替⽇  

 納 期 限 振 替 ⽇ 

所 得 税 等 令和 3 年３⽉ 15 ⽇（⽉） 令 和 ３ 年 ４ ⽉ 19 ⽇ （ ⽉ ） 

個人事業者の消費税 令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇（⽔） 令 和 ３ 年 ４ ⽉ 23 ⽇ （ ⾦ ） 

贈 与 税 令和 3 年３⽉ 15 ⽇（⽉）  

 （注１）納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 
 （注２）振替納税をご利⽤の方は、事前に預貯⾦残⾼をご確認ください。残⾼不⾜等で振

替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注
意ください。 

● 感染症対策の一環で、本年は、公的年⾦を受給して
いる方を主な対象として２⽉16日よりも前から申告
相談をお受けしています。 

● 申告義務のない方が⾏う還付申告は５年間提出する
ことができます。  

（注） 年末調整済の給与所得のみの方で、医療費控除や 
ふるさと納税などによって還付を受ける方が該当します。 
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国税局(所) 都道府県

青森県

岩手県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

新潟県

長野県

千葉県

神奈川県

山梨県

富山県

石川県

三重県

滋賀県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

山口県

徳島県

香川県  高松

愛媛県

佐賀県

長崎県

熊本県  合同会場（熊本西・熊本東）

大分県

宮崎県

鹿児島県

金 沢 国 税 局

 姫路・明石・洲本・芦屋・伊丹・加古川・柏原

 佐賀

税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署

税務署名等

札 幌 国 税 局 北海道
 小樽・苫小牧

 合同会場（旭川中・旭川東）

仙 台 国 税 局

 弘前・八戸

 盛岡・花巻・一関

宮城県
 塩釜

 合同会場（仙台北・仙台中・仙台南）

 合同会場（秋田南・秋田北）

 山形・米沢・鶴岡

 福島・会津若松・郡山・いわき・白河・須賀川・相馬・二本松

関 東 信 越 国 税 局

 水戸・日立・土浦

 宇都宮・栃木・鹿沼

 前橋・高崎・伊勢崎

埼玉県

 東松山・越谷

 合同会場（川口・西川口）

 合同会場（浦和・大宮）

 新潟・新津・巻・三条・新発田・高田・佐渡

 長野・伊那

東 京 国 税 局

 銚子・市川・木更津・成田・東金

東京都

 大森・町田

 合同会場（麹町・神田・日本橋・京橋・江東西・江東東）

 合同会場（四谷・新宿・中野）

 合同会場（東京上野・浅草・小石川・本郷）

 合同会場（横浜中・保土ケ谷）

 山梨

 合同会場（目黒・世田谷・北沢・玉川・渋谷）

 富山

名 古 屋 国 税 局

岐阜県
 大垣・関・中津川

 合同会場（岐阜北・岐阜南）

静岡県

 沼津・三島・島田・富士・磐田・掛川・藤枝・下田

 合同会場（静岡・清水）

 合同会場（浜松西・浜松東）

愛知県

 一宮・尾張瀬戸・半田・津島・豊田・西尾・小牧

 合同会場（千種・名古屋中・昭和）

 合同会場（名古屋東・名古屋北）

 合同会場（名古屋西・名古屋中村・熱田・中川）

 津・四日市・伊勢・松阪・桑名・上野・鈴鹿

 松任

大阪府
 港・泉大津・富田林・門真

 合同会場（大阪福島・西・浪速・西淀川・東成・東淀川・北・大淀・東・南）

兵庫県
 合同会場（灘・兵庫・長田・須磨・神戸）

 桜井

 粉河

広 島 国 税 局

 鳥取・米子

 松江・出雲

岡山県
 倉敷

 合同会場（岡山東・岡山西・西大寺・瀬戸）

広島県
 福山・府中

大 阪 国 税 局

 彦根・水口

京都府
 東山

 合同会場（上京・左京・中京・下京・右京）

 合同会場（広島東・広島南・広島西・広島北・廿日市・海田）

 下関・山口

高 松 国 税 局

 徳島

 新居浜

212署（うち81署は合同会場）

 長崎・島原

熊 本 国 税 局
 大分

 宮崎・都城

 鹿児島・加治木

沖 縄 国 税 事 務 所 沖縄県
 合同会場（那覇・北那覇）

 沖縄

福 岡 国 税 局

福岡県

 西福岡・大牟田・田川・八女・筑紫

 合同会場（門司・小倉）

 合同会場（博多・福岡）
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